
＜故事白糠の敗走＞  

1．精神病床を半減し精神科医療の一般医療化を実現する   

少ない人員配置．低い診療報酬という，かつての粁神科特例の残樺を全て払拭し，精神  

科病院の精神病床においても，一般病床と同じ人員配置（患者数対職員数で，精神科医師  

についてほ18対1以上，看護師については3対1以上）にするよう医療法（施行規則）  

を改正する．同時に新しい人員前局に合わせて一般病床と同水準の診凍報酬の増額を行う．  

このことで精神科医療の一般医療化が実現することになり，早期退院や専門医凍の充実が  

図れることになる．この晩 その達成が迅速かつ段階的に行われるような施策が講じられ  

ることが重要である．   

なお，これを実現するためには現在の釣35万床ある精神病床を半減させることが必須  

となる．平成21年9月に厚生労働省は，平成16年の改革ビジョンに続く，「精神保健医  

療福祉の更なる改革に向けて」という報青書を公表し，その中で「現在の長期入院患者の  
間摩は，入院医療中心であった我が国の精神障害者施策の結果であり，行政，精神保健医  

療福祉の専門職等の関係者は．その反省に立つべきである」と明記している．安上がりの  

入院医療が，長期収容型医療をもたらしてしまったことを，われわれ関係者は肝に銘じる  

べきである．精神病床を半減することで残された精神病床を高規格病棟にし，地域精神医  

療にも必要な医療費を充当して退院患者の地域生活支援を行うこと，これにより精神科医  

療の一般医硬化を実現するのである．なお，精神病床の半減のためには多くの入院患者の  

地域移行を円滑に行わなければならないが．そのためには新たな財源を用意して，居住施  

設を含む地域の社会復帰施設の整備が不可欠である．  

2．多輌チーム医療を充実する   

人員配置を厚くすることで入院医痛における多職種チーム医療を充実させることができ  

る．救急・急性期医療や専門医療は多職種チーム医療によってはじめて本来の機能を発揮  

できるものである．   

また，柄横の人員配置が厚くなり，多職種チームで医療を行うことができるようになれ  

ば，当事者・家族にも満足してもらえる医療の質の確保や分かりやすい硯明も可能になる  

と考える．  

及させて，急速に地域移行（脱施設化）を進め精神病床を減らしていったのに対し，わが  

国は一人独自の増床という道を歩んでしまった．社会裸婦施設のベッド数も合わせると精  

神障春着のためのベッド数は，欧米諸国とわが国はそれほど適わないというデータも示さ  

れているが（図2），それはわが国の精神科病院が冷凍施設ではなく収容施設が多いことを  

露呈したようなものである．   

このような長期収容型の入院医療中心のあり方が，社会的入院の多さや精神医療に対す  

る悪いイメージを国民に植え付けた側面は否めない事実であろう．また，わが国において  

も現在の精神科医療は，救急・急性期や専門医療に移行しつつあり，収容施設を前提とし  

た人員配せや診療報酬のままでは満足な医療が行えないことが明白になってきている．  

（図1）精神病床数の推移  
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（図2）外国における精神科病床と居住施設入居者数  

■
D
 
O
 
－
わ
 
 
∧
U
 
 
■
○
 
 
▲
U
 
 
5
 
 
▲
U
 
 

（
■
 
 
’
リ
 
 
ク
ー
 
2
 
 
▲
l
 
一
l
 
 

C．間■解決のための根拠やエビデンス   

表1に精神科病院と一般病院（かつての総合病院等）とを各種項目別に比較した表を示  

す．精神科病院とは精神病床のみを有する病院のことであるので，その精神病床数と，一  

般病院で精神病床を有する病院の精神病床数とを合わせて．わが国の精神病床総数は約3  

5万床となる．   

また，平成18年当時の精神病床を有する病院の総数は約1，670病院であるので，  

精神病床を有する一般病院は約600病院となる．精神病床を有する一般病院には大学病  

院やいわゆる総合病院のほか，精神病棟が主体であり．準精神科病院ともいうペき病院が  

含まれることも考慮する必要がある．   
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提言1：当事者■家族を尊王した入院医療を進める  

① 個人の尊厳と権利を尊重した対応   

当事者・家族の自尊心や権利に十分配慮することが，回復の助けになることを認識す  

る必要がある．  

② 丁寧で分かりやすい貌明   

病状，見通し．その後の対応方法などについて．求めに応じて随時説明を行うことで，  

互いの倍額関係の下に治療における協力関係を構築することができる．  

③ 家族の負粗軽減   

家族は想像以上に心身の負担や轟済的負担を抱えているため，それを考慮した相故支   

援を行う必要がある．また．現在の医療保護入院は家族に負わせる義務が大きいため，  

それに替わる入院制度を創設する必要がある．  

④ 精神科病院（精神病床）の療養環境改善   

まず．全ての精神科病院から鉄格子を撤去することが入院医療改革の1つの象徴とな   

る．また，できるだけ開放処遇とし，閉鎖処遇は最′J、限とする．入院病棟においては，   

プライバシーの確保とアメニティに配慮するとともに，病室の個室化を進め，4人室  

を超える多床室は廃止する．  

⑤ 「精神科医療権利擁護委員会」の設置   

当事者・家族の尊厳や人権が守られているか．外部委員による相談指導や査察を行う   

権利擁護委員会を創設する．都道府県・政令市に少なくとも1ケ所設摩し，構成貞は，  

当事私家鼠弁護島一般市乳行政関係者など医療関係者以外の外部委員とする．  

また，精神病床を有する入院医療機関は独自に権利擁護に関する部門（アドポカシー  

室）を設けることが望ましい．  

提音2：24時間アクセスできる精神科救急医療を整備する  

① より小さい単位の精神科救急圏域を設定   

車で片道1時間以内が望ましい．  

② 電話相談窓口（ホットラインサービス）   

精神科救急圏域内に最低1ケ所は設置し，24時間稼働体制をとる．常設が望ましい  

が，当番病塀持ち回りでもよい．電話番号は必ず一般公開する．  

③ 移動精神科救急チーム（アウトリーチサービス）  

常設の危機解決チームが望ましいが，行政あるいはその委託による広域アウトリーチ  

サービスも可とする．  

④ 身体救急ユニット（ニ次・三次）に精神科医が関与  

常設が望ましいが，オンコール体制やトリオフォンでもよい．診療所も参加する．  

⑤ 病診連携で精神保健措定医を確保  

診環所の精神保健指定医が救急当直を支援する一方，病院勤務医も診療所の業務を随  

時支援する．  

⑥ 精神科救急医療体制整備事業における地域格差の是正  

⑦ 精神科救急・急性期医療のさらなる充実   
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まず，精神病床の半減についてであるが，表1の医師数と看護職員数の項目を参照して  

いただきたい．100床当たり医師数が3．2人であることIも1人の精神科病院勤務医  

が32床弱の病床を担当していることになる．そのため精神病床を半減すれば，単純計算  

で医師配置は16対1以上をクリアできることになる．看護師配置についていえば，すで  

に対患者数について3．2対1（看護師実質配置では16対1）になっているので，精神  

病床が半減すれば1．6対1（実質配屈8対1）という高水準となる．多くの総合病院精  

神科病棟では2対1（実質配置10対1）程度の看護師配置で対応している現状を考慮す  

ると，精神病床半減で浮いた看護師数の部分は地域精神医療の人員やコメディカルの増員  

部分に充当することも現実的であろう．このように精神科医師や看護師等の精神科病院勤  

務者放からは，精神病床の半減は十分実現可能な施策であると思われる．但し地域差を解  

決し，様々な運営形態の違う民間病院も移行しやすいように，早急に具体的計画を立てる  

必要がある．   

また，残された精神病棟の高規格化や当事者の地域生清文壊を支える地晩晴神医療の充  

実を考慮すると，精神病床の半減で浮いた医療費は，原則として全猟高規格病棟の医療  

費や医療保険に含まれる地域精神医滞貨に充当されるべきである．なお，先述したように，  

多くの入院患者の地域移行を円滑に進めるためには．居住施設を含めた社会復帰施設を計  

画的に地域に作る必要があるが，その費用は新たな財渡を用意して対応する必要がある．  

（表1） 精神科病院と一般病院の比較  
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D．■体的な政事鳶   

当事者・家族のニーズやわが国の精神科医療の現状を踏まえて．われわれとしては以下  

の5つの提言を行いたい．  
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提官5：柵押病床を半減し精神科麿療の一般贋療化む実現する   

上記提言1から4を実現するためには提言5 r精神病床を半減し精確科医凍の一般医療  

化を実現する」ことが不可欠である．精神病床の半減に当たっては，一定の移行期間をも  

って半減させることをまず定めた上で，それに向けて居住施設等の地域ケアを充実させな  

がら，入院患者の地域移行（脱施設化）を図ることが必須である．  

（図3） 精神科医療の一般医療化を実現する  

t現在）精神痍床85万床   伸夫）半九  

提言8：多職種チーム医療叱より早期退院と書門医凍の充実をめざす  

① 多職種チーム医療の実施   

入院早期から退院に向けたケアマネジメントを実地するとともに，入院治療の内容（治   

療計画など）を検討し適正化に努める．専門医痍においても，多職種によるチームア  

プローチで．医療内容の充実を図る．必要に応じてピアサポートの導入も検討する．  

② 多職種チームの職種  

医師，看護蘭のほか，専任の精神保健福祉士，作業療法士，臨床心理職を各1名以上   

配世するとともに，必要に応じて薬剤師．管理栄養士なども参加できるようにする．  

③ 診療報酬上の措置   

多職種チーム配亜加算，多職種チーム医療実施加算などを新設する  

⑥ 良質な入院治療の提供  

多剤大量にならない薬物療法を多職種チームで検討し．精神科薬物療法の適正化に努  

める．適切な精神療法や心理的サポートを多職種チームで検討し，実施する．  

⑤ 多様なリハビリテーションメニューの提供  

個別当事者の生活障害や退院後の生活を見据えたメニューを多職種チームで検討し，  

提供する．個別当事者の治療目的が明確でない多人数による集周作薬療塵は廃止する．  

⑥ 退院後のきめ細かい地域生活支援   

地域精神医療における（医療機関型）多職種チームとして実施する．  

アウトリーチ医療を展開し．地域生活を支援することで，再発・再燃を予防する．  

例：訪問診療．肪間者阻 在宅作業療法  

集団活動を利用して社会生活能力の改善を図る．  

例：デイケア，ショートケア．ディナイトケアなど  

提首4ニ 総合療院有床翔神科の活性化を図る  

（D 総合病院有床精神科の役割の明確化  

一般科との緊密な連携の下に身体合併症医療を行う．  

症状性／器質性精神障偏に対し速やかに対応する．  

救命救急医療と連携した精神科救急・急性期医揉を行う．  

アクセスのしやすさを考慮してうつ病や摂食障害などの入院治療を行う．  

修正型電気けいれん療法のセンター的役割を果たす．  

② コンサルテーション・リエゾン機能の強化  

身体合併症を抱えた当事者が最も望ましい形で治療を受けられるようにする．そのた  

め多職種から構成されるコンサルテーション・リエゾンチームを創設する．  

③ 単科精神科病院と総合病院有床精神科の機能分担と連携強化  

一定地域内での機能分担を明確にし，連携を強化できるよう連携スタッフを決める一  

相互の情報共有を緊密にし，当事者■家族が直面している事態に即応する．  
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① まず医療法上の精神科特例の残浮を払拭   

次期（第6次）医療法改正では，一定の移行期間をもって，精神科病院においても，   

一般病床と同水準である，対患者数について医師配置16対1以上 看護師配置3対   

1（実質配置15対1）以上とする．  

② 社会的入院の解消と精神病床の半減  

図3にように，地域精神医療の充実による入院医療の回避．早期退院の推三色 社会的   

入院の解消などにより．現在35万床（全病床数の約2割）ある榔申病床を半減させ  

る．精神療養病棟は，マンパワーを充実した重度療養群の治療病棟に限定し，その他   

は新たな入所を許さない時限的な敷地内社会復帰施設への転換も考慮しながら一定期  

間内に廃止とする．  

③ 精神科医療費の増額と効率化   

精神病床の半減をめぎすことで，残された入院病床は高規格の救急・急性期病棟や専  

門治療病棟（病床）が中心となるため．手厚い医療が実施できるよう一般診療科なみ   

の診棟報酬の増額が必要である．同時に不要な入院治凍を回避するため，地域精神医  

療の充実にも診療報酬の増税が必要となる、なお，精神科医療費が無駄に使われてい  

ないかチェックするため，定期的な評価システムを導入する．  
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こころの健康政策構想余韻 隅報告集  
‘‘ニご蔓‘り慮厨鍵遜りぎご矛く：ワ養東／敗者／ニノ  



④ 精神科医療におけるマンパワーの充実   

精神科医療における高度医療とはマンパワーの充実であることを明確にする．精神科   

専門医，精神科専門看護師，精神保健福祉士，作業療法士，臨床心理職などの養成と   

研修体制を充実する．精神科専門職種のみでなく，ボランティアなど一般市民やビア   

サポートなど当事者が精神科医療に参加できる仕組みを整える、  

F．故事を実施するために必賽となる法的な董■   

精神病床を半減する目的は，そこで浮いたマンパワーや医療費を残された病棟の高規格  

化や地域精神医療に振り向けて，精神科医療を一般医療化するためである，   

入院医療においても多職種チーム医療を推進する必要があるた軌医執着護師ゐ集約  

化のほかに，精神保健福祉士，臨床心理乱作美津汝も薬剤師等の配置が必要となるが，  

その人件費をどのような形の診療報酬で充当するかを検討しなければならない．そのため  

多職種チーム配置加算や多職種チーム医療実施加算などで，多職種を配置したことによる  

評価と，多職種チーム医療を実施したことを評価する仕組みなどの導入が必要となろう．   

また，精神病床を削減するためには入院患者の地域移行を進めていかなければならない  

が，肪間看護等の坊間サービスやデイケアなどによる医療保険でまかなう地域生活支援へ  

の診療報酬の増額とともに，縮小される病棟の時限的な社会復帰施設への転換の費札あ  

るいは地域での居住施設の建乱障害福祉サービスの充実の費用などには別途財源を準備  

することが不可欠である．  

E．故事を曽及させるために必雷となる蛙漬側■▲や鯵震報爛改打   

多職種チーム医療については．医療観察法入院病棟が良いモデルとなる．例えばある病  

院の医療観察法病棟では次のような多職種チーム医療が行われている．   

まず，多職種チトムの役割は以下のようなものとされている．  

1．病状，生活能力．生活スキル等，患者の総合的アセスメント  

2．入院治療内容の検討と適正化  

3．各種「治療プログラム」等のリハビリテーションの導入やその時期などについ  

ての方針決定  

4．上記，入院治療内象リハビリテーション等についての愚計 家族への説明  

5．各種「治凍プログラム」等の企画．運営，実施  

6．退院予定地域の生活環境，社会資源等のアセスメントに基づいた地域関係機関  

調整，地域ケア計画の作成など∴退院支援のための絶食的なケアマネジメント   

そして，各職種の役割については次のようになっている．  

医師：  診察，治療方針，薬物療法，副作用の評価  

看護師：  入院オリエンテーションー 精神看護，心理教育  

精神保健福祉士：家族との連絡・関係網亀，社会保障・福祉制度関連援助，  

権利擁護関連援助，退院支援，地域ケア計画の調整  

臨床心理職こ  心理検査，心理面接，各種心理療法  

作業療法士： セルフケア，コミュニケーション能力，  

作業能力など各種生活機儲の評価とリハビリテーション  

薬剤師：  医師の服薬説明のサポート，服薬自己管理等について援助   

このように各職種はそれぞれの職能に応じた役割分担をしながら，対象者に対してはチ  

ームとして協同して早期退院に向けての治療的アプローチを行っている．   

また．退院先が決まっている対象者について札 比較的早期から地域の関係機関も出席  

してCPA会議というケア会議も開催して，入院中から退院に向けての調整を行っている．   

このようにして複雑困難な問題を抱えていることの多い対象者についても，様々な多職  

種チームアプローチで早期退院の遣を拓いているのである．   

しかし，このような多職種チーム医療が可能なのは，30床に対して50数名の医療ス  

タッフが配置され，それを可能とする多額の診療報酬が設定されているからである．一般  

精神科医療においてIも そこまで手厚い医療は出来ないまでも，それに近いマンパワーと  

医療費を投入すべきではないかと思われる．  

G．故事を政策とレて開始するために必雷となること  

く1年以内＞   

当事者・家族を尊重した入院医療を進めるために「精神科医棄権利擁護委員会Jを設置  

するための準備を始めることが必要である・精神保健福祉法で規定される精神医庶事査会，  

都道府県や政令市で実施する精神科病院の実地指導，実地審査との役割分担を考慮し．委  

員会の目的や権限，運営主体，委眉会構成，設置虜所など具体的な検討を行う．   

精神病床を一般病床と同じ人員配置にするためには最終達成期限と達成段階を定めた医  

撰法の改正が必要となる．そのため，次期医療法の改正に向けて準備を開始する必要がある、  

また入院患者の大幅な地域移行に伴い．当事者や家族にできるだけしわよせがいかない円滑  

な移行が可能となるよう，現実的で具体的なアクションプランを検討する必要もある．  

H．故事を♯繊して尭成するために必書となること   

これまで述べてきたことが実現するためには国民的合意が必要となる．精神障害者もノ  

ーマライゼーションの理念の下，できるだけ地域で分け隔てなく暮らせるようにすべきで  

ある．という合意の形成に向けて，普段からの教育▼啓発活動を，国をあげて行っていく  

ことが求められる．  

こころの催康政策辟怨会議 WG稚昏蕪  
＿三オ疫厨仁ふさわ∠／い′静神深慮歴■疫蔑凄て・  

′ごこヨの拶摩の唐風ぜ－宕靡でき斎茸冗卜畳二ぎ〔ワ兜看ぎ   

こころの健康政策構想重雄 WG報告集  
“ごこ・封升憩康彦適■’蒼β矛Jワニ夢凍上酔夢仁．／  



4．意見が異なる部分：（握言5）精神病床を半減し精神科医療の一般医療化を実現する  

（1）精神科医疾の質を向上させ、一般医療と同等のものを目指すことは、賛同します。   

また、そのた捌こは、病床の大幅な削減が必要であることも認めます。しかし、医師数  

18対1を実現するためには、さまざまな課題を検討する必要があります。  

（2）医師数と病床数の関係は100床当たり3．2人の医師数から算出されていますが、外   

来患者（48．5人）には1．2人の医師が必要ですし、また、後述する病床転換型施設にも  

100対1程度の医師が必要としますから、60－65％の削減が必要になってしまいます。   

このような急激な変化が起これば、現在入院中の人達の処遇は危機的な状況に陥ること   

が予想されます。このためには慎重な計画を立て、一定の年限をかけて実行に移す必要   

があります。  

（3）現在入院中の患者さんの病状に応じた計画作りから始める必要があります。精神症   

状が長期間にわたり重度な人達、燥性的な身体合併症のために退院が困難な人達、高齢   

であるために地域での処遇が困難な人達、さらには、比較的精神症状は安定していても   

手厚い生活支援等が必要であるために、一定期間の生活訓練が必要な人達。これらの人   

達へのきめ細かな対応を決定する必要があります。  

（4）病床削減を実現するためには、一定期間は病床転換型施設が必要になります。この   

ことを、当事者の方々、家族会の方々も含めて合意がなされる必要があります。  

（5）地域での支援体制を確立する必要がありますが、特に、医療保険部分の地域医療へ   

の拡大が必要になります。語間診療、訪問者穣、デイケアなど、医療として支える部分   

の財源を確保する必要があります。また、障害者自立支援法によるサービスの拡大も必   

要です。これらの整備状況に応じて地域移行が行われるべきです。受け入れ体制のチェ   

ックはとても重要です。  

（6）病床削減によって、急性期治凍部分への人的、あるいは、保険財源の移動は可能か   

もしれませんが、地域移行のための医療保険財源と自立支援法のための財源、さらには、   

高齢精神障害者のための介護保険財源など、新たな財政措置が必要となります。この部   

分をしっかりと要望しなくては、病床削減は成功しません．  

「こころの健康政策構想金魚報告書」に対する「意見軋  

渾 温、松原三郎、山角 政  

1．はじめに   

私達は、これまで民間精神科病院を運営してきましたが、わが国の精神科医療改革の必  

要性を痛切に感じてきた着です。今回の政策構想会議では、私達は入院医療WGの検討委  

員または検討協力委員として参加し、意見を述べてきました。しかし、今回の政策構想会  

議に出席の専門家の大半が、大学、公的医療機関（自治体病院等）、あるいは、総合病院精  

神科の方連であり、最終的な報告書としての意見集約では、私達との間で幾つかの意見の  

相違を認めます。   

今回の政策構想会疎開催の意義は大きく、内容的にも私達も賛同する部分が多いことも  

事実です。従って、この勢いを止めることなく、まず報告書を提出することは大切なこと  

と考えます。そこで、私達との意見との相違点を明確にし、別個に意見を述べることとし  

ました。  

2．同意する内容  

（提膏1）当事者、ならびに、ご家族の意見を尊重して精神医療の政策を進めることは当   

然のことであり、また、病状の税明や家族への支援を十分に行うためには、現状の人員   

基準を大幅に引き上げる必要がある。  

（提音2）24時間アクセスができる精神科救急医療を構築し、全国に広めることについて   

は、重要な施策として進める必要がある。  

（捷言3）既に、医師や看護師だけでなく、多職種がチーム医療として関わることで、大   

きな治療効果が得られている。各種の療法も含めて多職種による治療システムの導入を   

急く・べきである。  

3．意見が異なる部分：（提言4）総合病院有床精神科の活性化について  

総合病院精神科は身体合併症を持つ精神障害者の治療、コンサルテーションリエゾン   

医療、あるいは、自殺未遂例、摂食障害、離脱症状など、身体症状と精神症状の双方の   

治療も並行して行う必要がある場合には極めて重要な役割を持ちます．現状では、総合   

病院精神科で身体合併症治療が必要で入院をしているのは約20％にすぎません。身体合   

併症の患者さんの受け入れが円滑に行われているとは言えないのが現状です。総合病院   

有床精神科については、その機能を明確化し、身体症状関連の治療に特化すべきです。  

これからの精神科医痍の中では、多種類の機能を持った精神科専門病院が重要な存在   

になります。各地域に中核的な精神科専門病院があって、3ケ月以内の急性期治療から、  

1年以内の退院を目指す回復期精神科医療、訪問者護や、生活支壊、さらには、就労援   

助まで地域と密接した治凍が幅広く行える精神科専門病院の存在が重要になります。こ   

のような凝点からすると、総合病院精神科や大学病院精神科に偏り過ぎた精神科医療に   

は問題があると思います。  

こころの健康政策構想会謙 WG報告集  
こごさけ慮厨ノ官蓮’●言ごす：ワ忍瓦酔夢仁／  

こころの博康政策構想金環 WG報告集  

三畑軌こふさわと′い頗神原館野併・罫で  
「ここ責の好摩‾の唐徽姦二見靡－㌘き石動卜産金の賓野ぎ   




